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1. はじめに 

昨今の日本の地方都市における課題のひとつに、

「中心市街地活性化」が挙げられる。政府は、1998
～2000 年にかけて「まちづくり三法」を制定すると

ともに、状況に合わせて改正を行ってきた。中心市

街地活性化に関しては様々なテーマや視点が挙げら

れるが、そのひとつに大型店の立地を指摘できる。

大型店の郊外立地は中心市街地の空洞化の要因とさ

れており（山川，2004）、2006 年には都市計画法の

改正により延床面積が 10,000m2 以上の大規模集客

施設 1)の立地規制が強化されるなど、規制の対象と

なってきた。 
大型店、特にショッピングセンターのような大規

模商業施設は、モータリゼーションの進展、消費生

活スタイルの変化、流通システムの再編、そして流

通規制の緩和などにより、1990 年代に郊外立地が進

んだとされている。郊外の広大な土地への出店によ

って店舗の大型化・複合化が可能となり、複数の核

店舗と専門店街、映画館などのアミューズメント施

設を併設した大規模商業施設の出店が進んだ。これ

らの店舗は、地域経済および生活行動に対し、広範

囲にわたって大きな影響を与えてきた。 
こうした大規模商業施設の郊外立地はその大半が

スプロール開発によるものであり、農地転用や工場

跡地への出店が多いことが指摘されている（原田，

2007）。出店場所における過去の土地利用、すなわ

ち出店用地の状況については、地理学、都市工学の

分野を中心にして個別の店舗の出店プロセスを扱っ

た研究において言及されている 2)。しかし、出店場

所の土地利用をマクロスケールで捉えた研究は、そ

れほど多くみられない 3)。例えば名古屋市を中心と

した東海三県（愛知県、岐阜県、三重県）における

大型商業施設の出店用地について整理した伊藤

（2007a，2013）は、1990 年代以降に開設された店

舗面積 20,000m2 以上の大型店の出店用地は工場・鉄

道用地と農地・荒れ地・山林が中心となっており、

なかでも工場・鉄道用地が半数を占めることを示し

た。また、工場については繊維関連のものが多く、

繊維産業が盛んであったという地域特性があること

と、繊維産業の盛衰が大型店立地と表裏の関係にあ

　本稿は、2000年代以降に出店した大規模商業施設の出店場所における過去（1970年代後半から1980年代前半）の

土地利用状況（出店用地）を、全国スケールで検討したものである。GIS分析などにより得られた結果は、次の通り

である。第一は、農地・工場区画の転用や丘陵地の開発が、2000年以降の出店をもたらしていた点である。また、

2007年末の立地規制強化により、数量的抑制だけでなく土地利用的抑制も図られていた。第二は、出店場所周辺の人

口分布および出店自治体の都市規模により、出店用地に特徴がみられた点である。DID内外で、都市的土地利用と農

村的土地利用とはほぼ逆相関の関係を示した。また、都市的・農村的土地利用のいずれが卓越するかの自治体人口閾

値は、10万～30万であった。第三は、都道府県によって出店用地の傾向が異なる点である。構成比に基づき大き

く「農地型」、「都市型」、「都市・工場型」、「農地・海域型」の4グループに分けることができ、大都市圏および広

域中心都市を有する地域は「都市型」と「都市・工場型」に、地方圏は「農地型」と「農地・海域型」に、それぞれ分類

された。
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ることを指摘している。さらに、人口集中地区（DID）

との関係でみると、DID内については住宅地に囲ま

れた工場・鉄道用地への立地が多く、市街地内部

への大規模商業施設の新規立地を可能にしているこ

と、また DID 外においては農地が多いが工場への立

地もみられ、近接する都市部も商圏にしていること

を明らかにした。さらに、チェーン企業を限定した

分析では（伊藤，2007b）、大規模小売店舗法（大店

法）が緩和された 1990 年代より大都市・地方都市

の既成市街地内部にある工場跡地や地方都市や町村

部の郊外にある工場跡地への出店がみられるように

なったが、2000 年代には他チェーンや再開発との競

合もあり工場跡地への出店が少なくなっていること

を指摘している。また、工場跡地への出店について

は、マクロスケールで検討した先行研究がいくつか

みられる。例えば全国の事業所・工場跡地の活用方

策について、未定のものを除けば工場に次いで商業

施設が多いことを示した遠藤彰（2007）や、多摩川

流域周辺における大規模工場の跡地利用を検討する

なかでショッピングセンターへの転用にも言及して

いる濱田（2010）、そして東京都区部東部 9 区にお

ける 1961 年の工場跡地の利用状況においてスーパ

ーマーケットへの転用数を示した遠藤毅（2007）な

どがある。 
しかしながら、いずれも地域や用途が限定されて

おり、大規模商業施設の出店用地を全国的に把握し

た研究は管見の限り見られない。大規模商業施設が

どのような場所に出店したか、その傾向を全国スケ

ールで具体的に示すことで、その出店傾向を定量的

に把握できるだけでなく、今後の土地利用政策を検

討する際の指標になると考えられる。そこで本稿で

は、2000 年代以降に出店した大規模集客施設の出店

用地の傾向を全国スケールで明らかにすることを目

的とする。本稿の構成は次のとおりである。第 1 章

では研究の背景および目的を示すとともに、先行研

究を整理する。第 2 章では、データ作成手順および

分析方法について示す。第 3 章では、出店用地と現

状の土地利用規制や人口分布との関連を検討すると

ともにその地域特性についての分析結果を示し、そ

れぞれ考察を行う。第 4 章では、結果を要約すると

ともに、今後の課題について示す。 
 

2. 分析方法と手順 

本稿では、大規模小売店舗立地法（大店立地法）

に基づき出店届出のあった店舗のうち、合計店舗面

積が 10,000m2 以上のものを「大規模商業施設」と

し、2010～2016 年度に出店届出のあった 882 店舗

を分析対象とした 5)。この理由として、経済規制か

ら環境規制へと規制目的がシフトしたまちづくり三

法施行以降の出店動向をみることで現状の流通政策

の評価が可能となること、また出店届出リストが全

国的に整理されており過不足なく利用できることな

どが挙げられる。アドレスマッチングにより出店届

出場所の緯度経度を取得し、ポイント形式の GIS デ

ータとして整備した。次に、国土地理院が提供する

WebGIS「地理院地図」の「空中写真・衛星写真」

データを利用して、出店届出場所における出店用地

の状況を判読した。その際の対象年次は、空中写真

データが全国的に提供されている 1974～1978 年

（一部 1979～1983 年）とした。したがって、出店

届出時の土地利用ではなく、約 30～40 年のタイム

ラグがあることに留意されたい。この時期の全国的

な市街地化についてみると、DID 面積は増加してい

るものの DID 人口密度は一貫して減少しており、ス

プロール現象が進んだ時期である。また、国土計画

については第三次全国総合開発計画の実施時期であ

り、そこでは大都市における工場の立地抑制・移転

促進およびその跡地の利活用が政策として掲げられ

ている。 
空中写真による判読方法は、目視により行った。

なお、前述のように大規模商業施設店の GIS データ

はポイント形式であるため、地理院地図の電子国土

基本図も同時にオーバーレイし、現在の区画内での

出店用地について判読した。用いた空中写真はカラ

ー空中写真であり、住宅地、商業地、工業地、農地、

森林などの大きな分類だけでなく、その分布状況や

さらに細かな土地利用種類などについても判読が可

能である（五条，1975）6)。ただし、空中写真では

出店用地の判読が難しい場合もある。そこで、一部

では旧版地形図も参考にし、各種資料も補助的に用

いた。出店用地の種類については、結果を勘案し、

商業施設、娯楽施設 7)、市街地、住宅地、交通・物

流施設、工場、その他施設、低未利用地、農地、山

林、水域の 11 種類とした。出店届出場所の区画内

4)
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に複数の土地利用が見られる場合は、その区画特性

を最も良く示す土地利用を採用した。 
図 1 は、それぞれ 11 種類の出店用地の例を示し

たものである。このデータベースについて、年次別、

都道府県別に出店用地の傾向を比較、検討した。次

に、店舗周辺人口および DID の指定状況に基づき、

図 1 出店用地とその状況の例 
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人口規模と出店用地との関係を分析した。最後に、

各種出店用地の割合を用いて、都道府県をグループ

化し、地域的な特徴を考察した。 
 
3. 結果と考察 

3.1 全体の傾向と出店届出年次別の動向 

分析対象とした 882 店舗に関して、出店用地の構

成比を示したものが図 2 である。最も多いのが農地

（38.2％）であり、工場（27.3％）、山林（7.4％）

と続く。これら上位 3 種で 72.9％と、全体のほぼ

3/4 を占めている。このことから、1970 年代後半か

ら 1980年代前半に農地や工場であった区画の転用、

そして丘陵地の開発が、2000 年以降の大規模商業施

設の出店をもたらしていることがわかる。 
次に、大店立地法の出店届出年次別に出店用地の

構成比とその推移を図 3 に示した。2007 年度まで

は、最も多いのが農地、次いで工場という傾向にあ

った。ただし、出店届出数が最多であった 2005 年

度は農地と工場が同数で両者を合わせて 75.7％を

占めており、工場跡地への出店が出店届出数の総数

を押し上げている。したがって、2007 年度までは、

大規模商業施設の出店について、1970 年代後半から

1980 年代前半に農地であった場所の転用がその大

きな要因であることがわかる。一方、再改正都市計

画法全面施行時の（2007 年度）前後をみると、出店

届出数は 2007 年度と 2008 年度で 91 件から 31 件

と大幅に減少しており、規制強化の影響が認められ

る。ただし、2007 年度と 2008 年度の土地利用構成

を比較すると、農地の割合は 51.6％から 35.5％に大

きく減少するが、工場の割合は23.1％から22.6％
と微減にとどまっており、数の減少だけでなく、出

店用地の変化もみられる。また、2007年度に農地

図 2 出店用地の構成比 

図 3 届出年次別にみた出店用地の構成比とその推移 
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の割合が高くなった理由には、2007 年末の大規模集

客施設の規制強化を見据え、過去に農地であった出

店しやすい場所への駆け込み出店の影響があると考

えられる。2008 年度以降の最多の出店用地をみると、

農地と工場が同数であり、工場への出店が増える一

方で農地への出店が相対的にも減少していた。そこ

でさらに規制強化の影響をみるため、2007 年度以前

と 2008 年度以降とで出店用地の構成比を比較した。

工場（27.2％）、山林（7.0％）であったものが、2008
年度以降は農地（32.5％）、工場（27.8％）、山林（8.6％）

と交通・物流施設（8.6％）となっていた。農地であ

った場所への出店届出が減少している一方で、工場

であった場所への出店届出はほとんど変わっていな

い。そして、鉄道用地などの交通・物流施設への出

店届出が大きく増加（2007 年度以前は 3.1％）して

いることがわかる。 
このことから、2007 年末の立地規制強化は、大規

模商業施設の出店届出件数を抑制するという数量的

な抑制効果が認められるだけでなく、過去に農地で

あった場所への出店を抑制するという土地利用的な

抑制効果があったことが明らかとなった。また、過

去に操車場や留置線などの鉄道用地であった場所へ

の出店届出が相対的に多くなっていていた。まちづ

くり三法の問題点として、郊外、特に農地における

出店を規制できていないことが挙げられているが

（渡辺，2016）、本分析の結果からは、過去に農地

であった場所への出店については、ある程度の抑制

効果があったと言えよう。 
 
3.2 人口分布・都市規模に基づく出店用地の特徴 

前述のように、伊藤（2007b，2013）では、市街

地の分布状況や都市規模と土地利用との関係につい

て示唆されている。そこで本稿でも、同様の視点で

分析を行うことにした。また、ここでは、商業施設、

娯楽施設、市街地、住宅地、交通・物流施設、工場、

その他施設、低未利用地ほかを「都市的土地利用」、

農地、山林を「農村的土地利用」とすることにした。 
市街地との関係について、出店場所の平成 22 年

国勢調査（2010 年）における DID の指定状況と出

店用地との関係をみたものが表 1 である。まず、DID
内外での店舗数はほぼ同じであることから、全国的

にみれば、DID の指定に関わらず出店届出が行われ

ていることがわかる。次に、卓越する出店用地をみ

ると、DID 内では工場が最も高く（47.6％）、次い

で農地（9.1％）、市街地（7.3％）と続く。一方、

DID 外では農地が最も高く（67.0％）、次いで山林

（12.9％）、工場（7.2％）となっている。そして、

都市的土地利用と農村的土地利用とはほぼ逆相関の

関係がみられた。東海地方を分析対象とした伊藤

次に、都市規模との関係について、出店先の自治

体を大都市、中都市①、中都市②、小都市、町村部

の 5 つに区分し 8)、出店用地との関係をみたものが

表 2 である。これをみると、大都市および中都市①

では工場が最も高く次いで農地であるのに対し、中

都市②と小都市、町村部では農地が最も高く次いで

工場となっており、これらは逆相関を示している。

ただし、それらに次ぐ出店用地については都市規模

との関係は把握が難しい。また、市街地については、

都市規模が小さくなるほどその割合も低下している。

さらに、商業施設、娯楽施設、市街地といった都市

中心部に卓越する出店用地は、大都市が合計18.4％
と他と比べて相対的に高い値を示していた。これらの

表 1 DID 内外における出店用地の構成比 

上位3位については、2007 年度以前は農地（40.3％）、

（2013）の結果と比較すると、傾向としてはほぼ同

じであるが、DID外については、工場や交通・物流

施設への割合が少なかった。これは、伊藤（2007b，
2013）は製造業が盛んな東海地域に限定して分析

したことが原因として考えられ、出店用地は地域に

おける基幹産業などとの関係がみられることを示す

ものであると言えよう。
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3.3 都道府県別にみた出店用地の特徴 

が特徴的である。また、水域が多い沖縄県のような

特殊な例もある。こうした出店用地の結果に基づき

都道府県を分類することで、その相違点や共通点を

抽出でき、パターン化できると考えられる。そこで、

クラスター分析を適用することにした。クラスター

分析は変数やケースなどのオブジェクト（都道府県

や市区町村などの単位地区）をグルーピングする手

続きであり、分析に投入したすべての変数の効果が

等しく考慮されるという利点がある（浅川，2008）。 
47 都道府県における 11 指標の出店用地構成比に

対して、クラスター分析（ウォード法）を実施した

9)。結合距離が大きくなる傾向にある 43～44 段階を

基準とすると、図 4 に示すように A～D までの 4 グ

ループに分けることができた。なお、A、B、C につ

いては、解釈を深めるため、それぞれ A1、A2、B1、

B2、C1、C2 のサブグループを設定し、最終的に 7
グループに分類した。各クラスターにおける出店用

地 11 指標の平均構成比を示したものが表 4 である。

クラスターA 群はいずれも農地の割合が高く、特に

A2 については極めて農地の割合が高いことから、A1

を「農地型」、A2 を「農地特化型」とした。クラス

ターB 群はいずれも市街地の割合が他のクラスター

と比べて高く、B2 はそれが顕著である。そこで、B1

を「都市型」、B2 を「都市・市街地型」とした。ク

ラスターC 群は都市的土地利用および工場への出店

表 2 自治体規模別にみた出店用地の平均構成比 

結果は、伊藤（2007b，2013）が示した結果とほぼ

合致している。すなわち大都市や人口30万以上の

中都市①では、工場や商業施設といった市街地内

部で大規模商業施設が出店しやすい都市的土地利

用を利用した出店が多く、特に大都市では都市中

心部への出店が多い。一方、人口30万未満である

中都市②、小都市、町村部では農地および工場へ

の出店がみられ、近隣自治体を商圏とした大規模

商業施設の出店であるものと考えられる。さらに、

都市的・農村的土地利用の比較を行うと、大都市

と中都市①では都市的土地利用が多く、中都市②

では拮抗し、小都市と町村部において農村的土地

利用が多くなっていた。したがって、大規模商業

施設の出店用地について、都市的・農村的土地利

用を分ける閾値は、人口10万～30万であると言え

よう。

　出店届出場所の地域特性をみるため、都道府県別

に出店用地の状況をみたものが表 3である。都道府

県によってその構成比に違いがみられ、北海道、東

北、北陸、北関東、四国では農地が占める割合が高

い。特に、秋田県、山形県、福井県、島根県、高知

県、佐賀県の6県については、数は少ないものの全て

が農地となっている。その一方で、東京、大阪、愛知

などの大都市では、商業施設や娯楽施設、工場の多さ
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割合が高いことが特徴である。特に C2 は 7 つのク

ラスターの中で最高値を示しており、いずれも大都

市圏である。そこで、C1 を「都市・工場型」、C2 を

「大都市・工場特化型」という名称とした。クラス

ターD は水域の割合が最も高く、また工場への出店

割合も平均以上である。そこで、「農地・海域型」と

名付けた。 
これらの結果を地図化したものが図 5 である。ク

ラスターA 群はとくに東北および北陸で顕著となっ

ている。これらの地域では農業が主産業であり、農

表 3 都道府県別にみた出店用地の構成比 
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地の転用が図られた結果であると言える。クラスタ

ーB 群は北海道、宮城県、福岡県と、いわゆる広域

中心都市を有する都道府県およびその周辺が該当し

ている。クラスターC 群は首都圏、大阪圏を中心と

した大都市圏が該当する傾向にあり、特にクラスタ

ーC2 は東京都、神奈川県、大阪府、京都府、兵庫県

と、中心都市を有する都道府県となっている。クラ

スターB 群と C 群は似たような傾向を示すが、特に

C 群は工場が大きな割合を占めていることから、都

市部およびその周辺に出店した工場が高度経済成長

期後に移転した後への出店届出、という産業構造の

転換が関係していると言える。クラスターD は特殊

であるが、長崎県と沖縄県は平野部の面積が小さく、

埋め立てにより造成された土地区画に大規模商業施

設を出店したことが背景にあると考えられる。 
 
4. おわりに 

本稿は、大規模商業施設の出店届出場所の特性を、

表 4 クラスター別にみた出店用地の平均構成比 

図 4 出店用地の構成比に基づくクラスター樹形図 

図 5 出店用地の構成比に基づくクラスター分析の結果 



36 愛知大学三遠南信地域連携研究センター紀要 2017

過去の土地利用という面から全国的に把握、検討し

てきた。その結果は、次の 3 点に要約される。第一

は、1970 年代後半から 1980 年代前半に農地や工場

であった区画の転用や丘陵地の開発が、2000 年以降

の大規模商業施設の出店をもたらしていた点である。

また、2007 年末の立地規制強化によって、大規模集

客施設の出店届出件数を抑制するという数量的な抑

制が図られるとともに、過去に農地であった場所へ

の出店の抑制という土地利用的な抑制も図られたこ

とが明らかとなった。 
第二は、出店場所周辺の人口分布および出店自治

体の都市規模に基づき、出店用地に特徴がみられた

点である。全国的にみれば、DID の指定に関わらず

出店届出が行われているが、都市的土地利用と農村

的土地利用とはほぼ逆相関の関係がみられ、DID 内

では工場が最も多い一方、DID 外では農地が最も高

 
第三は、都道府県によって出店用地の傾向に違い

がみられた点である。構成比に基づき大きく「農地

型」、「都市型」、「都市・工場型」、「農地・海域型」

の 4 グループに分けることができ、大都市圏および

それぞれ分類された。都市計画法や大店立地法は基

本的に都道府県および政令指定都市単位で運用され

るため、これらのグループに応じた政策立案が必要

であることが伺える。 
今後、本テーマを深化させるにあたって、次の 2

点を課題として挙げたい。第一は、分析対象となる

基準の拡大である。本稿は、大店立地法に基づく出

店届出のデータを用いた。したがって、大店法に基

づく大規模商業施設については、分析対象となって

いない。郊外への大型店出店が加速したのは大店法

の運用が緩和した 1990 年代であり、そうした大規

模商業施設がどのような場所に出店したのか、につ

いても定量的に把握する必要があろう。第二は、土

地利用判読方法の精緻化である。本研究は土地利用

の判断を目視で行ったため、データベースの作成に

時間がかかり、効率的ではなかった。したがって、

画像解析技術等を援用して、自動的に土地利用種別

を判読するような方法の検討が必要である。 
2017 年 7 月 25 日、政府が「農地法施行令及び農

業振興地域の整備に関する法律施行令の一部を改正

する政令」を閣議決定した。今まで転用が原則不許

可であった農用地区域内農地や第 1 種農地の転用が

原則許可となる。農地が原則企業向け用地に転用で

きることとなり、高速道路のインターチェンジの周

辺など、事業環境に優れた場所に商業施設・物流拠

点の立地を促す狙いがあるという 10)。このことは、

2007 年末の立地規制強化とは相反するものである。

ショッピングセンターに関しては 2000 年以降に郊

外から都市部に回帰しているという見方もあるが

11)、今回の改正によって、農地への出店が再び増加

する可能性がある。したがって、大規模集客施設の

出店用地について、今後も継続して検討していく必

要があろう。これらについては、今後の課題とした

い。 
 
付記 

本稿を作成するにあたり、JSPS 科研費（課題番

号：15K16890「ポストまちづくり三法時代におけ

る大規模集客施設の越境地域政策に関する地理学的

研究」）および文部科学省共同利用・共同研究拠点「越

境地域政策研究拠点」愛知大学三遠南信地域連携研

究センター研究費（モデルコア研究）を利用した。

また、日本地理学会 2017 年春季学術大会（筑波大

学）にて発表した。 
 
注 

1) 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場等で、売場等のほかに通路・

バックヤード等を含む用途部分の面積（駐車場

は含まない）が 10,000m2 を超えるもの、また

は、劇場、映画館、演芸場、観覧場で客席部分

の面積が 10,000m2 を超えるものを指す。 
2) 例えば、阿部ほか（2005）、駒木（2011）、樋野・

阿部（2004）、安倉（2016）、米浜・箸本（2007）
などが挙げられる。 

3) 大型店の出店動向をマクロスケールでとらえた

研究は、地理学、都市計画、建築学をはじめと

した学問分野で多くの研究蓄積がある。例えば

菅（2010）は、大店立地法に基づく出店届出を

かった。また、都市的・農村的土地利用のいずれか

が卓越するかを分ける自治体の人口閾値は、10万～

30万であることが明らかとなった。

広域中心都市を有する地域は「都市型」と「都市・工

場型」に、地方圏は「農地型」と「農地・海域型」に、
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GIS データベース化し、全国スケールで都市・

郊外などの出店地域や線引き・市街化調整区域

といった土地利用規制の指定状況に照らし合わ

せて出店場所の特徴を示した。しかし、出店用

地については言及されていない。 
4) 国勢調査の基本単位区および基本単位区内に複

数の調査区がある場合は調査区（以下、基本単

位区等）を基礎単位として、原則として人口密

度が 4,000 人/km2以上の基本単位区等が市区町

村の境域内で互いに隣接し、その地域の人口が

国勢調査時に 5,000 人以上を有する地域が「人

口集中地区（DID: Density Inhabited District）」

 
5) 出店取下げのものも含める。そのため、同じ場

所に重複しているものもある。 
6) 加えて、土地利用の現状を写実的に詳しく表し

ているため、地方自治体が行う土地利用関連の

行政施策の検討において活用ができることも指

摘されている。 
7) 遊園地や競馬場、スタジアムなどが該当する。 
8) 総務省が各種統計に用いている都市規模の設定

に準じた。基準は次のとおりである。大都市：

東京都区部および政令指定都市。中都市①：人

口 30 万以上の市。中都市②：人口 10 万以上 30
万未満の市。小都市：人口 10 万未満の市。町

村部：町および村。 
9) ク ラ ス タ ー 分 析 の 計 算 に あ た っ て は 、

HAD(Version 16.03)を利用した（清水，2016）。
なお、SPSS（IBM SPSS Statistics ver.24）
でも同様の分析を行ったが、より結果の解釈し

やすい HAD による結果を採用した。 
10) 日本経済新聞「農地転用 原則可能に―政府 商

業施設や物流拠点  放棄地対策で規制緩和」

2017 年 6 月 20 日夕刊。 
11) 日経 MJ（流通新聞）「未開の地はそこに―駅前

→郊外→都市部 変わる出店地域 場所優先の発

想必要」2011 年 1 月 1 日。 
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